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決　算　報　告　書

1

26 11 4年 月 日

日27 10 31年 月

一般財団法人ＣＨＡＮＧアジアの子供財団

埼玉県川口市芝新町９番３号

（ 第 期 ）

自

至

平成

平成



負 債 の 部

科　　　　目 金　　　額

資 産 の 部

科　　　　目 金　　　額

円 円

一般財団法人ＣＨＡＮＧアジアの子供財団

貸 借 対 照 表 平成 27 年 10 月 31 日現在

【         】 【 】【 】【         】 3,058,286流 動 資 産 流 動 負 債 4,593

2,950,353現 金 及 び 預 金 預 り 金 4,593

107,933立 替 金

負 債 の 部 合 計 4,593

純 資 産 の 部

【         】 【 】株 主 資 本 3,053,693

（          ） （ ）利 益 剰 余 金 3,053,693

繰 越 利 益 剰 余 金 3,053,693

純 資 産 の 部 合 計 3,053,693

3,058,286資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 3,058,286



金　　　　　　　　　　額科　　　　　　　　　　目

円

一般財団法人ＣＨＡＮＧアジアの子供財団

損 益 計 算 書
自 平成 26 年 11 月  4 日

至 平成 27 年 10 月 31 日

【         】純 売 上 高

寄 付 金 収 入 7,739,323

街 頭 募 金 収 入 122,748 7,862,071

（ ）売 上 総 利 益 7,862,071

【                    】販売費及び一般管理費

広 告 宣 伝 費 118,385

荷 造 運 賃 8,705

事 務 用 品 費 22,515

消 耗 品 費 12,283

旅 費 交 通 費 424,500

手 数 料 227,289

租 税 公 課 2,734

通 信 費 13,740

海 外 活 動 費 3,795,497

国 内 活 動 費 82,825

雑 費 40,000

支 出 寄 付 金 60,000 4,808,473

（ ）営 業 利 益 3,053,598

【          】営 業 外 収 益

受 取 利 息 249

雑 収 入 15,819 16,068

【          】営 業 外 費 用

雑 損 失 15,973 15,973

（ ）経 常 利 益 3,053,693

（ ）税引前当期純利益 3,053,693

（ ）当 期 純 利 益 3,053,693


